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入院開始日が ２０日の場合 

★２０日～月末と、翌月１日～１０日まで

それぞれの月ごとに療養費該当を計算

入院開始日が月初めの場合 

★１日～２０日、当月だけ療養費該当を計算
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もし入院することになったら 

～ 高額療養費制度を上手に使う ～ 

知っておきたいポイント３つ 

前号は高額療養費制度、傷病手当金、医療費控除、

この３つの制度で医療費の自己負担額は軽減され

るという話でした。今号は高額療養費制度について、

もう少し詳しく知っておきたいポイント３点です。 

①“限度額適用認定証”を入院前に準備

所得によって、約９万円、１７万円といった治療費の

限度額がありますが、一旦は病院の窓口で自己負

担額の全額を支払い、後日、自分が加入している公

的健康保険へ支給申請書を提出し、支給が受けら

れる（限度額以上の立替分が返金される）という流

れが標準です。 

高額療養費の支給申請をしなくても、高額療養費  

該当分を自動的に、本人口座へ振り込んでくれる 

親切な健保組合などもあるようですが、返金される 

まで少なくとも３ヶ月程度かかります。そこで、入院や

手術などの予定ができ、費用が高額になる可能性が 

ある時は、入院する前にご加入の公的医療保険から

“限度額適用認定証“を予め交付してもらいましょう。 

これを病院の窓口で提示すると、自己負担限度額

以上には請求されず、立替は不要になります。 

②入院は、可能なら月をまたがずに

医療期間は毎月、歴月単位で、医療を受けた本人

が加入している公的医療保険に対して、医療費を 

請求します。 これに併せて高額療養費の支給も  

歴月単位となっています。つまり医療費の限度額は、

治療開始の日から１ヶ月ではなく、毎月１日～月末

を１ヶ月として 計算されるということです。このため

ふた月にまたがって２０日間の治療を受けた場合と、

同月の間に２０日間の治療を受けた場合とでは、 

自己負担額が大きく違ってきます。一刻を争う場合

を除いては、入院開始日が月初めになるように病院

と相談しましょう。 

③家族合算、２年以内

家族の医療費の合算が、限度額を超えた場合も 

高額療養費に該当します（同じ健康保険に加入して

いる場合に限られます）。また申請期限は治療を 

受けた翌月１日から２年以内です。 

次号 治療が長期間に及ぶとき に続く・・・ 




